
前橋市公園条例新旧対照表 

改 正 案 現   行 

(指定管理者による管理) (指定管理者による管理) 

第10条の2 次に掲げる公園施設の管理は、地方

自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項

に規定する指定管理者に行わせることができ

る。 

第10条の2 次に掲げる公園施設の管理は、地方

自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項

に規定する指定管理者に行わせることができ

る。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

(3) 荻窪公園の各公園施設 (3) 荻窪公園の温水利用健康づくり施設 

(4)～(6) 省略 (4)～(6) 省略 

2～5 省略 2～5 省略 

 


